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災 害 時 応 援 協 定 の 締 結 に つ い て 

 

 

「災害時における避難場所等の施設利用に関する協定」 
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災
害

時
に

お
け

る
避

難
場

所
等

の
施

設
利

用
に

関
す

る
協

定
書

 

 

恵
庭

市
（

以
下

｢甲
｣と

い
う
。
）

と学
校

法
人

鶴
岡

学
園

（
以

下
｢乙

｣と
い

う
。
）

は
、
恵

庭
市

黄
金

中
央

５
丁

目
北

海
道

文

教
大

学
附

属
高

等
学

校
を

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、
避

難
場

所
及

び
避

難
所

（
以

下
「避

難
場

所
等

」と
い

う
。
）

とし
て

施
設

利
用

す
る

こ
とに

関
し

、
次

の
とお

り協
定

を
締

結
す

る
。
 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 
こ

の
協

定
は

、
災

害
時

に
お

い
て

甲
が

、
乙

の
管

理
す

る
施

設
の

一
部

を
避

難
場

所
等

とし
て

利
用

す
る

こ
とに

つ
い

て
必

要

な
事

項
を

定
め

る
こ

とを
目

的
とす

る
。
 

 （
用

語
の

定
義

）
 

第
２

条
 
こ

の
協

定
に

お
い

て
「災

害
」と

は
、
災

害
対

策
基

本
法

（
昭

和
36

 年
法

律
第

22
3 

号
）

第
２

条
第

１
号

に
定

め
る

災
害

を
い

う
。
 

 （
避

難
場

所
等

とし
て

利
用

で
き

る
施

設
の

周
知

）
 

第
３

条
 
甲

が
避

難
場

所
等

とし
て

利
用

で
き

る
施

設
は

、
乙

の
指

定
す

る
施

設
（

「別
紙

」に
示

す
範

囲
）

とす
る

。
た

だ
し

、
災

害

の
発

生
状

況
等

に
よ

り、
前

記
以

外
の

施
設

が
必

要
とな

った
場

合
に

は
、
管

理
運

営
に

支
障

の
な

い
範

囲
で

、
甲

乙
協

議
し

て
決

定
す

る
。
 

２
 甲

は
、
施

設
を

「指
定

避
難

所
」と

し
て

登
録

し
、
看

板
を

設
置

し
市

民
に

周
知

す
る

。
 

 （
避

難
場

所
等

の
開

設
お

よ
び

通
知

等
）

 

第
４

条
 
甲

は
、
災

害
時

に
お

い
て

避
難

場
所

等
とし

て
開

設
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
事

前
に

乙
に

対
し

て
そ

の
旨

を
文

書
又

は
口

頭
で

通
知

す
る

も
の

とす
る

。
 

２
 乙

は
、
避

難
準

備
・高

齢
者

等
避

難
開

始
、
避

難
勧

告
及

び
避

難
指

示
（

緊
急

）
（

以
下

「避
難

勧
告

等
」と

い
う
。
）

が

発
令

さ
れ

た
後

、
前

項
の

通
知

を
受

け
る

以
前

に
市

民
が

緊
急

避
難

し
て

き
た

こ
とを

現
認

し
た

場
合

は
、
甲

に
そ

の
旨

を
通

報
す

る

も
の

とす
る

。
 

３
 甲

は
、
乙

か
ら

前
項

の
通

報
を

受
け

た
場

合
、
避

難
所

に
は

速
や

か
に

職
員

を
派

遣
す

る
も

の
とす

る
。
 

 （
避

難
場

所
等

の
管

理
）

 

第
５

条
 
避

難
場

所
等

の
管

理
運

営
は

、
甲

の
責

任
に

お
い

て
行

う
も

の
とし

、
乙

は
甲

に
協

力
す

る
も

の
とす

る
。
 

２
 甲

は
、
あ

ら
か

じ
め

避
難

場
所

等
の

運
営

組
織

に
つ

い
て

、
乙

に
通

知
す

る
も

の
とす

る
。
 

３
 甲

は
、
避

難
場

所
等

の
運

用
に

要
す

る
職

員
を

適
切

に
配

置
す

る
も

の
とす

る
。
 

４
 避

難
場

所
等

で
必

要
な

物
品

等
は

、
甲

が
準

備
又

は
配

布
す

る
も

の
とす

る
。
 

５
 甲

は
、
避

難
場

所
等

を
閉

鎖
し

た
場

合
、
避

難
住

民
の

帰
宅

行
動

を
安

全
か

つ
円

滑
に

誘
導

す
る

も
の

とす
る

。
 

 （
開

設
期

間
）

 

第
６

条
 
避

難
場

所
等

の
開

設
期

間
は

、
原

則
とし

て
避

難
勧

告
等

発
令

の
日

か
ら

解
除

さ
れ

る
日

ま
で

とす
る

。
た

だ
し

、
発

生
し

た

被
害

の
状

況
等

に
よ

り期
間

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

と判
断

さ
れ

る
場

合
は

、
甲

乙
協

議
し

て
決

定
す

る
期

間
とす

る
。
 

２
 甲

は
、
乙

が
早

期
に

従
前

の
教

育
活

動
を

再
開

で
き

る
よ

うに
配

慮
す

る
とと

も
に

、
避

難
場

所
等

とし
て

の
使

用
の

早
期

解
消

に
努

め
る

も
の

とす
る

。
 

（
費

 
用

）
 

第
７

条
 
乙

の
甲

に
対

す
る

避
難

場
所

等
の

施
設

の
提

供
は

無
償

とす
る

。
た

だ
し

、
避

難
場

所
等

の
管

理
運

営
に

係
る

水
道

料
及

び
電

気
代

等
の

経
費

に
つ

い
て

は
甲

が
負

担
す

る
も

の
とす

る
。
 

２
 甲

が
、
避

難
場

所
等

の
管

理
運

営
に

関
し

止
む

を
得

ず
乙

の
所

有
す

る
備

品
等

を
使

用
し

た
場

は
、
甲

は
そ

の
対

価
を

負
担

す

る
も

の
とす

る
。
 

３
 甲

は
、
避

難
住

民
が

乙
の

施
設

又
は

設
備

等
を

破
損

若
し

くは
紛

失
し

た
とき

は
、
修

繕
等

に
係

る
経

費
を

負
担

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

４
 第

1 
項

の
規

定
に

よ
り甲

が
負

担
す

る
額

に
つ

い
て

疑
義

が
生

じ
た

とき
は

、
甲

乙
協

議
し

て
決

定
す

る
も

の
とす

る
。
 

 （
避

難
場

所
等

の
利

用
の

終
了

）
 

第
８

条
 
甲

は
、
避

難
場

所
等

の
利

用
を

終
了

す
る

際
は

、
乙

に
対

し
て

そ
の

旨
を

文
書

で
報

告
す

る
とと

も
に

そ
の

施
設

を
原

状
に

復

し
、
乙

の
確

認
を

受
け

た
後

、
乙

に
引

き
渡

す
も

の
とす

る
。
 

 （
連

絡
責

任
者

の
報

告
）

 

第
９

条
 
甲

と乙
は

、
こ
の

協
定

の
成

立
に

係
る

連
絡

責
任

者
を

相
手

方
に

報
告

す
る

も
の

とし
、
変

更
が

あ
った

場
合

も
直

ち
に

相
手

方
に

報
告

す
る

も
の

とす
る

。
 
 

 （
有

効
期

間
）

 

第
１

０
条

 
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
４

年
３

月
３

１
日

ま
で

とす
る

。
但

し
、
期

間
満

了
の

３

カ
月

前
ま

で
に

甲
、
乙

い
ず

れ
か

ら
も

申
出

が
無

い
とき

は
、
更

に
1

年
間

延
⾧

さ
れ

た
も

の
とみ

な
し

、
以

後
こ

の
例

に
よ

る
。
 

 
 

（
協

議
）

 

第
１

１
条

 こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

の
解

釈
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

とき
は

、
甲

乙
協

議
し

て
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、
各

1 
通

を
保

有
す

る
。
 

  

令
和

 
３

年
 
１

月
１

２
日

 

  

甲
 
恵

庭
市

京
町

1 
番

地
 

恵
庭

市
 

市
 
⾧

 
 
 
原

 
田

 
 
 
裕

 

 

乙
 
恵

庭
市

黄
金

中
央

５
丁

目
１

９
６

番
地

 

学
校

法
人

鶴
岡

学
園

 

理
 事

 ⾧
 
 
鈴

 
木

 
武

 
夫

 


